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令和５年８月４日 

 

工事請負業者 現場代理人 各位 

 

建築住宅局住宅建設課長 

設備担当課長 

 

工事現場の安全管理の徹底（通知） 

～「足場からの墜落を防止する」より一層の取組みのお願い～ 

 

各工事現場におかれましては、工事の安全管理、公衆・労働災害の防止について、平素よ

り十分ご配慮頂くとともに、市営住宅行政にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。 

このたび、市営住宅の外壁改修工事で作業員（20歳代・防水工）が足場から約４ｍ墜落し

て腰骨を骨折する重大事故が発生しましたので、その事案についてお知らせします。 

つきましては、① 足場点検の実施により墜落防止設備の不備をなくし、② 足場上での作

業手順の徹底と、③ 不安全行動を生じさせないような安全意識の高揚を図り、各現場の一層

の安全管理の徹底についてお願いします。 

 

令和５年７月に発生した足場からの墜落事故 

〔事故発生現場の状況〕 

・本足場と建物の隙間を埋めるためにブラケット足場を設置。 

・２階以上のブラケット足場すべてに足場板を設置。 

・墜落箇所に足場板はなく養生シートを巻き込んだ状態で、シートを踏み抜いて墜落。 

・作業員はフルハーネス型墜落制止用器具を装着するも、墜落時は不使用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当）建築ライン 安岡 078-595-6527 

設備ライン 河田 078-595-6532 
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見逃さない！ 

「不安全行動」 

と「不安全な状態」 
 

① ＫＹ活動により日頃

から不安全行動防止など

安全意識の高揚が必要で

す。 

② 一般的に建物から足

場までの隙間は 30cm以下

とされ、30 ㎝を超える場

合は墜落防止措置等が必

要です。 

 

 

本足場 

足場板がなく養生シ

ートを巻き込んだ状

態であった墜落箇所 

ブラケット足場 


